
事 業 場 所 太田市 

区   分 今回 計画変更時(H19.1） 前回再評価時（H14.2) 

全 体 事 業 費 34,600百万円 57,000百万円 30,000百万円 

全体事業費増減の理由 全体計画の変更 － － 

事 業 期 間 H4年度～H38年度 H4年度～H27年度 H4年度～H22年度 

事 業 内 容 

処理面積   2,782ha 

処理人口   75,200人 

処理水量   42,530m3/日 

水処理施設  7池  

・上位計画の変更により、高度
処理施設を変更（急速ろ過の
みに変更）      

処理面積   2,964ha 

処理人口   88,930人 

処理水量   61,660m3/日 

水処理施設  10池 

・上位計画の変更により、高度
処理施設を追加（凝集剤添加、
急速ろ過、活性炭ろ過） 

処理面積   2,898ha 

処理人口   113,100人 

処理水量   73,000m3/日  

水処理施設  12池 

２．事業概要と進捗状況 

１．事業の目的 

事業経緯 進捗状況 

事業概要 

年 度 主 な 経 緯 

Ｈ ４ 利根・渡良瀬流域(新田処
理区)として事業着手 

Ｈ ９ 
全体計画の見直し   

（処理面積、処理人口） 
Ｈ１１ 

Ｈ１４ 

Ｈ１８ 供用開始 

Ｈ１８ 全体計画の見直し 

（処理面積、処理人口）       Ｈ２２ 

全体計画 

現在の 
進捗状況 

(進捗率) 

前回評価時の 
進捗状況 
(進捗率) 

事 業 費 
34,600百万円 

 

22,934百万円 

（66.3％） 

6,127百万円 

（17.7％） 

整備済み
面 積 

2,782ha 

 

438ha 

(15.7％) 

133ha 

（4.8％） 

処理能力 
（日最大） 

44,940ｍ3/日 
 

12,150ｍ3/日 

(27.0％) 
（未供用） 

管渠延長 
27.9km 

 

20.7km 

(74.2％) 

7.2km 

（25.8％） 

・周辺住民の快適な生活環境を確保するとともに、進行しつつあった公共用
水域の水質悪化を防止するため、発生する汚水を処理する。 
・事業進捗による供用開始区域の拡大に伴って、年々増加していく汚水を適
正に処理する。 
・これらの目的を達成するため、汚水を収集する管きょの敷設および処理施
設能力の増加（水処理施設、汚泥処理施設等の増設）を段階的に図る。 

第６号議案 
地域自主戦略交付金事業（下水道）         
りゅういきげすいどう にった しょりく   おおたし                         
流域下水道 新田処理区 太田市 

着工年度 
評価理由 

平成４年度 
全体計画の見直し 

  おおたし 

新田処理区 

(H22年度末現在） 

資料-６ 



２．事業概要と進捗状況（図面・写真等） 

利根備前島水質浄化センター 

利根備前島水質浄化センター 



３．事業の目的・必要性に変化はあるのか？ 

４．目的を達成するための事業（手段）は適当か？ 
 事業計画に定めたスケジュール、事業費をほぼ計画通りに執行
してきており、完成した全ての施設において供用を開始している。
当該区域の下水道水洗化人口の伸びと、直下流の環境基準点にお
ける水質(ＢＯＤの推移)は下水道の整備にともなって年々改善傾
向にあり、生活環境の向上や水道水源としての水質保全にも大き
な効果を発揮している。 

 一方、利根川下流部においては環境基準未達成区間があり、利
根川水域全域の環境基準の達成のため、利根川流域別下水道整備
総合計画検討委員会で、利根大堰でのＢＯＤを0.6mg/Lと定めて
いる。これを達成するには下水道による更なる汚水処理の整備が
必要不可欠となっている。 

 また、流域下水道では、震災以降、放射性物質に対する検査を実
施しており、放射性物質は汚水処理過程において除去され、処理水に
は放射性物質が含まれていないことが確認されている。今後も定期的
に安全性を確認していきたい。 

 当該区域における生活環境の改善及び公共用水域における水質汚濁の改善を目的とした事業である。 
 産業の発展や生活様式の近代化および環境保全への関心がますます高まっている現在においては、本事業を継続
していくことが必要である。また、利根川を水源とする下流都県への良好な水環境の形成に対しても、上流部にあたる
本事業の責務は大きく、公共用水域の水質汚濁に係る環境基準を達成するために定められた利根川流域別下水道整
備総合計画の推進に必要不可欠な事業である。 

前 回 再 評 価 時 今 回 再 評 価 時 備 考  便 益 説 明 

算 出 根 拠 マ ニ ュ ア ル 

下水道事業における    
費用効果分析マニュアル 

(H10年3月）   

下水道事業における    
費用効果分析マニュアル 

(H18年11月） 

現在価値比較法     
（前回簡易比較法による） 

基 準 年 平成12年度 平成22年度 

区 分 項 目 簡 易 比 較 構成比 現 在 価 値 構 成 比 

費 用 

(千円 ) 

工 事 費 
5,328,500 
／年 

88.2％ 79,437,250 91.8％ 
市の整備費用、完成後50
年までの改築更新費を含
む 

維 持 管 理 費 
711,000 
／年 

11.8％ 7,101,840   8.2％ 市の維持管理費を含む 

費 用 合 計 ( C ) 6,039,500／年 86,539,090千円 

便 益 

(千円 ) 

周辺環境の改
善効果の便益 

3,155,200 
／年 

41.4％ 67,786,610 59.0％ 
下水道が整備されない場
合の中小水路の覆蓋等に
かかる費用 

居住環境の改
善効果の便益 

4,460,500 
／年     

58.6％ 47,118,010 41.0％ 
下水道が整備されない場
合の浄化槽の設置、維持
管理費にかかる費用 

便 益 合 計 ( B ) 7,615,700千円／年 114,904,620千円 

費用対効果分析 (B/C) １．２６ １．３３ 

費用便益分析 

須賀地点より下流で 

環境基準値を満足していない 



５．事業が長期間要している理由は？ 

６．事業の対応方針は？ 

 当事業は、群馬県東部の太田市の一部（旧太田市、旧尾島町、旧新田町、旧藪塚本町）を対象範囲と
しており、事業区域は非常に大きく、当初立案した整備計画においても長期間を見込んだ計画としている。 
 本流域下水道は、構成する関連市が整備する関連公共下水道の進捗ならびに各家庭の下水道への
接続の進捗に合わせて整備する手法を用いているため、長期計画となっている。 
  

 
         【 元々が長期計画        不測の事態により長期化 】 
 
  
 

 当該区域における生活環境の改善及び公共用水域における水質汚濁の改善を目的とした事業であり、
現在、事業費ベースで66％まで進捗している。  
 将来人口の見直しの検討を行った結果、減少傾向を示すことから、現状に見合った全体計画人口を設
定した。併せて処理水量も減少することから、処理施設の規模を縮小（前回再評価時の水処理施設は１2
池であったが、今回の見直しで7池へ変更）し、過大投資を避けた適切な事業計画の変更を行っている。 
また効率的、効果的な整備を実施するため、下水道計画区域の見直しを行った。（佐波処理区、単独公
共下水道、浄化槽へ移行 182ha減） 
 事業全体は長期的な計画となるが、段階的な整備と供用開始を行うことで、効率的かつ早期に事業効
果が得られるよう配慮している。また、初期供用までの投資を抑える事ができ、未使用な施設の建設を行
わないという利点がある。 
  
 
 ・将来人口の減少に伴い、処理施設の規模を見直しコスト縮減を図る。 

 ・事業の効率化を図るため、処理区域の見直しを検討する。 
 
 

 
           事業継続        ・       事業中止 
 
  
 変更なし  ・ 事業計画の変更 ・ スケジュールの変更 
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